
別紙

①「中間前金払認定請求書」の提出

※「中間前払金用工事工程表」とあわせて、工事担当課へ提出

②「中間前金払認定調書」の発行

※①を受けて工事担当課による履行状況の確認後、工事担当課で発行

③保証契約の申し込み（有料）

※②を添付して保証事業会社へ申し込み

④保証証書（中間前払金）の発行

⑤「中間前金払申請書」の提出

※④の保証証書の発行日後14日以内に保証証書とあわせて工事担当課に提出

⑥「中間前金払決定通知書」の発行（工事担当課）

⑦中間前金払の請求書により請求手続き（振込口座を指定）

⑨払い出し手続き 　⑧中間前払金の支払（口座振込）

　※請求日から14日以内
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中間前払金の請求手続きの流れ


